
建 物 を 増 築 、 改 築 、 接 続 す る 場 合 は 消 防 署 に 相 談 を ！
消 防 用 設 備 等 の 設 置 が 必 要 に な る 可 能 性 が あ り ま す ！

建物関係者の皆様へ

宿泊施設として利用

共同住宅

店舗に変更

飲食店に変更

事務所として使用

一般住宅

◎従前の使用方法から変更になる場合◎

上記のような予定がある場合はご相談ください

◎窓等に柵や加工フィルムをはりつけた場合◎
◎建物同士を接続または増築する場合◎

岩見沢地区消防事務組合消防本部予防課
☎(0126)-22-4301


